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II．運用指針の構成 

本指針は、Ⅰに掲げた運用指針の策定の趣旨を踏まえるとともに、事業の流れ

に沿った分かりやすいものとなるよう配慮し、以下の３部から構成している。 
 

○土地区画整理事業の活用にあたっての基本的な考え方 
土地区画整理事業の特長、期待されている役割等を踏まえ、今後の都市のあり

方を実現する上で、土地区画整理事業をいかに活用していくことが望まれるか、

制度の企画・立案に責任を有する国としての基本的な考え方を示すもの。 
 

○土地区画整理事業の事業化のあり方 
まちづくり構想の検討から土地区画整理事業の事業計画の決定に至るまでの、

事業の立ち上げ段階での参考となる考え方や留意事項等について示すもの。 
 

○土地区画整理事業制度の運用のあり方 
土地区画整理事業の施行から事業完了後のまちづくりに至るまでの段階での、

参考となる考え方や留意事項等について示すもの。 
 
本運用指針については、土地区画整理事業の実施に関わる実務者が、具体的に

事業を執行する際の参考となる事項として、事業実施の基本的考え方、配慮すべ

き事項、事業執行に際しての事務的な取り扱いについて、例示を含めて明示する

こととしているが、今後必要に応じて追加がなされていくものである。 
また、今後、各地方整備局や地方公共団体に対するアンケート調査等により、

土地区画整理事業制度の運用実態を把握の上、運用上の課題を整理し、必要に応

じて本指針の改訂を行うこととしているほか、土地区画整理事業に関する法制度

の改正があった場合には、適宜本指針の改訂を行うものである。 
 

（注）本指針の語尾等の表現について 
本指針に記述されている各事項間には当該事項によるべきとする考え方に差異がある 
ことから、次のような考え方で記述している。 

   ①～べきである。～べきでない。～必要である。 
     法令、制度の趣旨等から記述された事項による運用が強く要請されると国が考えて 
     いるもの 
    ②～ことが望ましい。～ことは望ましくない。 
     制度の趣旨等から、記述された事項による運用が想定されていると国が考えて 
     いるもの 
    ③～ことが（も）考えられる。 
     記述された事項による運用を国が例示的に示したもの 


